
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

サービス ６，０３０円 ６，７２０円 ７，４５０円 ８，１５０円 ８，８４０円

利用料金※ ６０３円（1割） ６７２円（1割） ７４５円（1割） ８１５円（1割） ８８４円（1割）

①サービス体制

加算

②夜勤職員配置

加算

利用料金計 ６，２２０円 ６，９１０円 ７，６４０円 ８，３４０円 ９，０３０円

自己負担額 ６２２円（1割） ６９１円（1割） ７６４円（1割） ８３４円（1割） ９０３円（1割）

（本人の所得区分 （本人の所得区分

による） による）

●利用者負担金の段階区分

利用者負担

第１段階

利用者負担

第２段階

利用者負担

第３段階①・②

利用者負担

第４段階

①教養娯楽費

②日常生活品代

・利用料金のお支払いについて確認後すみやかに、領収書を発行・送付いたします。

・利用料金は１ヶ月単位で計算し、翌月の１０日までにご契約者にご請求いたします。請求があったときに
は、当月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。

ア．ユーアイホーム事務所の窓口での現金支払い　　　　※詳しくは事務所でお聞きください

イ．下記指定口座への振込
　　　　　　　　　　　＜銀行名＞福島銀行　矢祭支店　＜口座番号＞普通預金　４３４５５９
　　　　　　　　　　　＜名義＞特別養護老人ホーム　ユーアイホーム　施設長　金澤健至
ウ．金融機関口座からの自動引き落とし（福島銀行ファームバイキングサービス）

●利用料等のお支払い方法

食事料金の内訳（朝食４１０円、昼食５６５円、夕食４７０円）

　　　生活保護受給者　または、

　　　世帯全員が市町村民税非課税者（世帯）＋老齢福祉年金受給者

　　　世帯全員が市町村民税非課税者（世帯）

　　　課税年金収入額と合計所得金額が年間８０万円以下の方

　①世帯全員が市町村民税非課税者（世帯）課税年金収入額が８０万円超１２０万円以下

　②世帯全員が市町村民税非課税者（世帯）課税年金収入額が１２０万円超２６６万円以下

　　　上記以外の方

●その他の利用料金

レクリエーション、クラブ活動参加としての材料費等

日常生活品の購入代金等日常生活に要する費用で入所者に負担していただくことが適
当であるものに係る

・第３段階①　　４３０円 ・第３段階①　１，０００円

・第３段階②　　４３０円 ・第３段階②　１，３００円

・第４段階　 　　８５５円 ・第４段階　   １，４４５円

居住費
・第１段階　 　　　　０円

食事料金
・第１段階　　 　　３００円

・第２段階　　 　４３０円 ・第２段階　　　 　６００円

　１日あたり１３０円　１割負担額　１３円　

※夜勤を行う介護員又は看護職員の勤務条件に関する基準を１以上上回って配置した場合

　③介護職員等処遇改善Ⅰ　　居住費と食事料金を除く上記の月額利用料合計額の１４．０％

送迎サービス
通常の送迎の実施地域の場合（東白川郡内） 利用料金：片道１８４円　往復３６８円

通常の送迎の実施地域以外の場合（東白川郡外）
　　　　　　利用料金：通常の送迎の実施地域の境界から

おおむね１キロ単位２５円で計算

※直接的処遇に従事する職員が介護福祉士5０％以上のもの

別紙　２　　　　　短期入所生活介護ユーアイホームショートステイ利用料金
（自己負担額が1割負担の場合）

●従来型多床室【２人部屋及び４人部屋】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年８月１日

　1日あたり60円　１割負担額　6円


